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告 示■

◎群馬県告示第２７８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 北群馬郡榛東村大字新井字桃泉３５２７（次の図に示す部分に限る。）、甘楽郡

下仁田町大字川井字上ノ平７４の１、８６から８８まで、字白石尾根２０７、乙２０８、２０８の１、２０９、

２１１

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課並びに榛東村役

場及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第２７９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 多野郡神流町大字魚尾字小桜井１９６９から１９７１まで、字塚越２０１５、２

０１７の２、２０１８、大字森戸字風穴６５５

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び神流町役場に備え置いて縦

覧に供する。
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第９９４８号令和３年１０月２９日（金） 群 馬 県 報

◎群馬県告示第２８０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除予定保安林の所在場所 富岡市黒川字雨ノ谷５０６の２、沼田市屋形原町字額田６６９の２、６７０、６

９９の２、字広瀬５６９の２、５７０の２

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 指定理由の消滅

◎群馬県告示第２８１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除予定保安林の所在場所 桐生市黒保根町下田沢字清水小路３０１６の４、３０１６の５、３０１６の８、

３０１６の９、３０１６の１１、３０１６の１２、字張原３０１９の２、３０１９の４から３０１９の６まで

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１０条第１項の規定により保美土地改良区の設立を令和３年１０月

１５日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１７項の規定により次のと

おり土地改良区連合役員の就任及び退任の届出があったので、同法第８４条において準用する同法第１８条第１８

項の規定により公告する。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区連合

監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所
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名
の 別

理 事 再 任 新井章夫 太田市西長岡町６０４番地渡良瀬川上流

同 同 石原康男 同 北金井町４２１番地

同 同 小島秀一 同 藪塚町１７２３番地

同 同 大澤貞雄 みどり市笠懸町鹿３８４７番地

同 新 任 小林道雄 太田市藪塚町９５６番地

同 退 任 小林 男 同 同 ８２０番地

監 事 再 任 髙木信行 桐生市相生町二丁目８２９番地１

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る 指 定 番 号
指定に係る道路

道路の種類 道路の位置 指定年月日
番号 の延長及び幅員

メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡榛東村大字新井 延長 ３１．８７ 群馬県指令前土第３０４－７
第５号に規定する 字高塚２９６３－１ 幅員 ５．００ 号
道路 令和３年９月２８日

２ 同 甘楽郡甘楽町大字造石字 延長 ２９．０５ 群馬県指令高土第２５３－１
天神５２８－６ 幅員 ４．５０ 号

令和３年１０月５日

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年１０月２９日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡明和町入ケ谷１９６－１、１９６－２、１９ 邑楽郡明和町新里２５０番地１
６－３、１９７－１、１９７－２、２００、２０１ 明和町土地開発公社 理事長 冨塚基輔
－２、２０２－２、２０９、２１０、２１１－１、
２１２－１、２１３－１、２１４、２１５、２１６
－１、２１６－３、２１６－４、２１７－１、２１
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７－２、２１８－１、２１８－２、２１９－１、２
１９－２、２２０、２２１－１、２２１－２、２５
９－１、２６０－１、２６０－３の一部、２６１－
１、２６１－３、２６２－１、２６２－３、２６２
－４、２６３－２の一部、２６３－３、２６４－
３、２６５－２、２６６－２、２６７－２、２６７
－３、２６８－１、２６８－４、２６８－５、２６
８－６、２６９－３、２７０－２、２７０－３、２
７１－２、２７３－１、２７４－１、２７５－１、
２７５－２、２７６－１、２７６－２、２７７－
１、２７７－４、２７８－１、２７８－４、２７９
－１、２８０－１、２８１－１、３０６－１、３０
６－２、３０７－１、３０７－２、３０８－１、３
０８－２、３０８－３、３０９、３１０、３１２－
１、３１２－２、３１７－１、３１７－２、３１７
－３、３１９－２、３２１－２、３２１－３、３２
３－１、３２３－２、３２３－３、３２５－２、３
２９－２、３３０－１、３３０－２、３３５－１、
３３６－１、３３７－１、３３８－１、３３９、３
４０－１、３４０－２、３４１－１、３４８、３４
９、３５２、３５３－２、３５４、３５５－１、３
５５－２、３５５－３、３５５－４、３５６－２、
３５７－２、３５８－１、３５８－２、３５８－
３、３５８－４、３５９－２、３６０－２、３６１
－３、３６３－１、３６３－２、３６４－１、３６
４－２、３６４－３、３６５－２、３６６－２、３
６８－２、３６９－２、３７０－２、３７２－１、
３７２－２、３７３、３７４、３７５－１、３７５
－２、１９６－１地先水路、１９６－２地先道路、
１９７－１地先道路、２０１－２地先道路、２６０
－３地先道路、２６１－１地先水路、２６８－４地
先水路、２６８－６地先道路、２７３－１地先水
路、３０６－２地先水路、３１２－２地先水路、３
４１－１地先道路、３５５－１地先水路、３５５－
２地先水路、矢島８８４－３の一部、８８５－２、
８８６－２、９００－７の一部、９９８－１、９９
８－２、９９９－１、１０００、１００５－１、１
００７、１００８、１００９－１、１００９－２、
９００－１地先水路、９９８－２地先水路、９９９
－１地先水路

正 誤■

○告示正誤

令和３年９月１０日群馬県告示第２４４号（解除予定保安林）

発行番号 ページ 行 誤 正

第９９３４号 ２ ６ １５０３の１１４２１ １０５３の１１４２１
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○告示正誤

令和３年９月１０日群馬県告示第２４５号（解除予定保安林）

発行番号 ページ 行 誤 正

第９９３４号 ２ １８ １５０３の１１４２１ １０５３の１１４２１
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